
アメリカ合衆国における

ホームスクーリングと税控除政策の動向

はじめに

1964年にジョン・ホルト（JohnC.Holt1923�1985）の ・HowChildrenFail?・（邦訳

『教室の戦略』）が出版されて以降（1），アメリカ合衆国での既存の学校教育制度に対し不満を

持ち，子女の就学を忌避し，家庭で専ら保護者により教育を行うとするホームスクーリング

は，左派右派を超えて多くの支持を得，1983年のホームスクール法的防御協会（HSLDA:

HomeSchoolLegalDefenseAssociation）の設立とその積極的な法廷活動によって，1993

年には全米50州で合法化されている（2）。

ホルトの生前には，レイモンド・ムーア（RaymondS.Moore1916�2007）との協調路線

から，教育的見地と宗教的な立場からホームスクーリングを実施する家庭への情報提供や学

習方法の助言などの支援が，両者の精力的な講演会活動やホルトの発行していた雑誌

・GrowingwithoutSchooling・などを通じて全米レベルで行われていた。しかし彼の死後，

1970年代からのキリスト教右派勢力の台頭，グレッグ・ハリス（GreggE.Harris1952�）

の登場とワークショップ，ムーアの求心力の衰えが相俟って，ホームスクーリングを選択す

るのは，政治的にも宗教的にも保守的なキリスト教信者といった層が増えていったとされ

る（3）。

しかしながら，例えば1993年に実施されたフロリダ州教育委員会の調査結果では，ホー

ムスクーリングの選択理由は，それまで第一位が「宗教的な理由」だったのが，「公立学校

への不満」に取って代わられた（4）。2002,2006,2011年度の国勢調査（NHES:National

HouseholdEducationSurveys）でも，第一位の理由が「既存の学校の環境への心配」で

あり，第三位「既存の学校の学習指導への不満」，第四位「宗教教育の希望」となっていて

全国的な動向である。直近の同調査では，宗教教育を理由とする保護者が減じて，「学習指

導への不満」が順位を上げている。すなわち，公立学校の教育力，達成される学力への不満

が，親をホームスクーリングへと向かわせていることも顕著となっている（5）。加えて，1990

年代後半以降，全米のスペリングコンテストや地理コンテストなどでホームスクーリングを

受けた子ども達が1位をはじめ上位入賞を果たし，各州の統一学力テストでの成績は平均よ
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り高いことが示されて，いわば高い学力の達成が可能であるという観点からも多様な支持者

を集めているとの指摘もある（6）。

アメリカ連邦教育省の発表では全米のホームスクール生徒は2007年に150万人を超え，

2011年には177万人に達して5�17歳（k�12学年）人口の3.4％になった（7）。全米ホームス

クール研究所（NHERI:NationalHomeEducationResearchInstitute）の調査報告では，

2010年には200万人を超えたと推計されている（8）。

一方，教育機会の平等をめぐって公立学校の学区間格差の是正や改善の方策として，1980

年代からオープンエンロールメント，1990年代からはチャータースクール，私立学校を選

択希望の低所得層へは授業料他の経費に充当するバウチャーや税控除を提供するなどの制度

が導入されてきた。教育選択の自由は家庭への財政的支援を伴って着実に保障され拡大して

いる。

選択の自由を享受するとはいえ，ホームスクーリングを選択する家庭の所得は，その4.8

％が年収3万ドル未満なのである（9）。2011年度の全米の公立学校の生徒一人当たりの年間教

育費（中央値）は10,039ドル，最高はアラスカ州の25,132ドル，最低でもユタ州の6,878

ドルとなっている（10）。これに対し，ブライアン・レイ（BrianD.Ray）の調査によれば，

ホームスクーリングの費用は，5割以上の家庭で生徒一人当たり年間600ドル未満であると

報告されている（11）。保護者であるホームスクーラーへの財政的支援は，私立学校に通学する

生徒の保護者に対するバウチャーや税控除政策の導入と同様に，宗教教育への直接の支援と

も解され，各州憲法や連邦憲法の政教分離規定への觝触が危惧される。

2014年度現在，全米では導入順に，ミネソタ州，イリノイ州，ルイジアナ州，インディ

アナ州の4州が，ホームスクーリングに要した教育費を州所得税の控除費目として認めてい

る。本稿では，この4州におけるホームスクーリングの義務教育制度上の位置づけを確認し，

その教育費の税控除が制度化された経緯を整理する。そして，連邦所得税に関わって，ホー

ムスクーリング家庭への財政支援の動向とその可能性を検討する。

1．ミネソタ州の税控除による教育費の軽減

ミネソタ州では1955年から家庭での子女の教育費について州所得税の所得控除（thede-

pendenteducationexpensededuction）を認めている。当初は，被扶養者一人当たり一

律200ドルまで，授業料と通学にかかる交通費に限定されていたが，次第に控除枠を広げ，

額も増やされた。現在は，私立学校に支払う授業料（tuition）（単位認定される他教育機関

履修に必要な授業料含む），教科書代（事典等の参考書や宗教教育関連書籍は不可），学用品・

文房具代，個人指導（tutoring）の謝金（父母，祖父母，兄弟姉妹へは不可），音楽レッス

ンなど放課後の補習（enrichmentprograms）の受講費用の他，楽器の購入・レンタル費

用，教材として使用するコンピュータハードウエアとソフトウエア購入費（上限200ドル），

―118―



正規の授業期間中の通学や修学旅行にかかる交通費（自家用車用ガソリン代除く），入学・

進級試験の受験料が控除対象である。1997年に税額控除の導入が決定し，翌年度から私立

学校へ授業料等の支払いを除いて，所得控除と同様の教育費用を税額控除できるようになっ

た（1971�73年にも実施）。

1987年に，ホームスクーリングが「私立学校（nonpublicschool）」に分類されて，実施

家庭にも同様の控除が認められるようになった。ただし，既存の学校に就学している生徒の

教育環境に照らし，多くの制約がある。例えば，自宅で学校環境を整えるような教具（机や

ホワイトボードなど），学校に通常用意されている設備・備品（製作用機械・工具，台所器

具，トランポリン，重量挙げ用のもの，プール他のスポーツ関連）の購入費用は控除されな

い。スポーツクラブや美術館・博物館等の会員料や使用料は不可となっている。PSAT,

SAT,ACT等の標準学力試験の受験料も認められない。

所得控除は，k�6学年の子ども1人につき，その費用が100％認められ，上限は1,625ド

ルである。7�12学年の子どもがいる場合も，同様に認められ，上限は2,500ドルとなる。

2011年現在，この控除を利用している納税者数は224,716人，k�12学年在籍の子どもがい

る世帯の100％が申告可能で，平均所得控除額は1157ドルである。ミネソタ州の州所得税

は，5.35,6.60,7.85,9.85％の四段階であるから，子ども1人当たり最高で2,500ドル×9.85％＝

246.25ドルの還付がある。

税額控除は，授業料と個人指導の謝金以外の教育費用の75％が認められ，子ども1人に

つき1,000ドル相当まで申告できる。低所得世帯が対象となる。33,500ドルを超える年間収

入がある納税者の税額控除は，段階的にその額が減じられる。例えば，子ども1人の世帯で，

年間収入が33,500ドル超の場合は4ドルの収入増につき控除額が1ドル分減じられる。よっ

て，37,500ドルに達すると，控除利用枠はゼロになる。子ども2人以上の世帯は，33,500ド

ル超の場合に4ドルの収入増につき2ドル分の減となる。ただし，子ども3人以上の世帯で

は，37,500ドルの収入制限が子ども1人につき2,000ドルずつ引上げられる。したがって，3

人の子どものいる世帯で控除枠が無くなるのは，39,000ドルの年間収入に到達した場合とな

る。4人では41,500ドルである。所得控除は非課税世帯には適用されないが，税額控除につ

いては，控除額が納税額を超えた場合，その超過分は還付されるしくみとなっている。

2011年現在，同税額控除を利用している納税者数は57,331人，k�12学年在籍の子どもが

いる世帯の19％が利用でき，平均税額控除額は273ドルである。これらの数値は，過去10

年は横ばいし大きな増減傾向はない（12）。

2．イリノイ州の教育費税額控除（TaxCreditsforEducationalExpenses）

イリノイ州では1950年の州最高裁のレビセン判決（Peoplev.Levisen）によって，ホー

ムスクールは私立学校扱いとなった（13）。そのため，1998年に各家庭に学校教育に関連する
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教育費の税額控除を認めた際，同様に利用が可能になった。同州の所得税法（IncomeTax

Act）が改正され，各家庭は子どもにかかる教育費の25％を税額控除（14）でき，その上限を

500ドルにするというものである。イリノイ州に居住，英語で指導される公立学校，認可さ

れた私立学校（nonpublicnondiscriminatoryschool）やホームスクーリング（home

school）のk�12学年の課程に在籍し，確定申告時に21歳未満である被扶養者にかかった

費用が認められる。適用範囲は，授業料（tuition），書籍・教材購入費及びレンタル代，実

験や諸活動費用等である。ホームスクーリング生徒の場合，民間施設でのスポーツ教室の費

用も授業料として認められる。実験費用（labfee）については，理科，音楽，語学等の実

験・実技に必要な設備・備品・教具等の使用料が含まれる。

一方，認められない費用もある。まずは，学校の授業において消耗品とはならないような

ものの購入で，例えば，据付けの教科書，フラッシュカード，掛図，計算機などが挙げられ

る。年度末以降に，生徒や家族の私有財産になりうるもので，例えば音楽楽器や運動競技用

道具・備品がある。学校への通学，実験・実技活動や遠足・修学旅行の際に発生する交通費

や旅行費用も不可である。教育課程に合致しない個人指導や課外の学習・お稽古事の費用も

同様で，州歳入局の規定により制限されている。

具体的には，最初の250ドルを超えた分を税額控除の対象とし，該当する被扶養者全員の

教育費用が総額2,250ドルに達すれば上限の500ドルが控除される。納税額を超過した場合

の還付は無い。開始から10年で1.8倍に申告数は伸び，2011年現在，該当する子どものい

る全ての家庭が利用可能で，2,930,509世帯が利用している。平均税額控除額は277ドルで

ある（15）。

実は，ホームスクーリングの教育費用として控除対象になる費目が，同じ中西部の近接す

るミネソタ州とイリノイ州で既に異なっていることが，それぞれの歳入局が公表している僅

かなリストからも見て取れる。ミネソタ州で認めている「計算機」や楽器の購入費がイリノ

イ州では不可とされ，ミネソタ州では認めていないスポーツ教室への支払いがイリノイ州で

は可とされる（16）。

所得控除が2009年から実施されている。1984年からホームスクーリングは，就学義務の

免除の形態（homestudyprogram）あるいは，私立学校（privatedayschool）のいずれ

かに相当するとして保護者に選択させている。どちらの形態を選んでも，各家庭に控除は適

用される。教育費用として認められるのは，被扶養者が公立・私立学校及び公立大学付属学

校に在籍であれば，学校に支払う授業料，学校が購入を求めた制服，教科書，教材，学用品

である。ホームスクーリングの場合には，購入した教科書や講座等（curricula）が相当する。
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子ども1人当たりの費用の50％，上限5,000ドルが認められていたが，2011年度分から，

私立学校に通学の場合は，費用の100％で上限5,000ドルが控除されることになっている。

ただし，総額は課税対象となる収入を超えてはならない。2012年現在で，利用納税者数は

106,549人，平均控除額は4,060ドルである。k�12学年生徒の世帯の14％が利用可能となっ

ている。ルイジアナ州の所得税は2,4,6％の三段階であり，おおよそ子ども1人当たり最大

5,000ドル×6％＝300ドルの還付が期待できる（17）。

4．インディアナ州の私立学校とホームスクーリングの教育費軽減

1904年に州控訴裁のピーターマン判決（Statev.Peterman）において，ホームスクーリ

ングは公立学校に代替する教育の機会であると認められ，インディアナ州で制度化された（18）。

2011年に，私立学校とホームスクーリングを選択している家庭の教育費軽減を図る所得控

除（Privateschool/homeschooldeduction）が導入された。扶養している子どもが，い

ずれかの教育を受けている場合，一人につき1000ドルまでかかった教育費の控除が認めら

れる。子どもは，インディアナ州の公立学校でk�12学年の教育を受ける資格があり，年間

180日以上の出席が確認される者である。保護者には州教育委員会への届け出，年間180日

間の学習指導計画の提出が義務付けられている。授業料，教科書，学校諸経費，コンピュー

タソフトウエア，個人指導の謝金，文房具・学用品代等である。ただし，コンピュータ本体

の購入費は除く。公立学校に通学の子どもにかかる同様の費用は，一切認められない。2014

年現在，これを利用しているのは52,149世帯，控除額は1,776ドルとなっている（19）。

5．ホームスクーリングの教育費が税控除を認められる法的根拠

4州の共通する特徴は，まずは控除政策の推進にあたって，次に抜粋するように，州憲法

の政教分離規定が，宗教教育，宗派学校や教会への政府資金の補助を禁止するといった程度

の文言（ミネソタ州憲法第1条第16項，イリノイ州憲法第10条第3項，ルイジアナ州憲法

第1条第8項，インディアナ州第1条第6項）であることが挙げられる（20）。そして，1983

年のミュラー判決（Muellerv.Allen）でミネソタ州の私立学校授業料の所得控除が，1999

年のカッターマン判決（Kottermanv.Killian）でアリゾナ州での奨学団体への寄付の税額

控除が，2001年のグリフィス判決（Griffithv.Bower）でイリノイ州の教育費の税額控除

が，州憲法の政府資金（publicfund）に当たらず，連邦憲法修正第1条の国教樹立禁止条

項（establishmentclause）に觝触しない，合憲であるとの判決が続いたことが制度を支え

ている（21）。
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ミネソタ州憲法第1条第16項「良心の自由 国教や特定の礼拝様式樹立の禁止」

Sec.16.FREEDOMOFCONSCIENCE;NOPREFERENCETOBEGIVENTOANY

RELIGIOUSESTABLISHMENTORMODEOFWORSHIP.Theenumerationof

rightsinthisconstitutionshallnotdenyorimpairothersretainedbyandinherent

inthepeople.TherightofeverymantoworshipGodaccordingtothedictatesof

hisownconscienceshallneverbeinfringed;norshallanymanbecompelledto

attend,erectorsupportanyplaceofworship,ortomaintainanyreligiousoreccle-

siasticalministry,againsthisconsent;norshallanycontroloforinterferencewith

therightsofconsciencebepermitted,oranypreferencebegivenbylawtoany

religiousestablishmentormodeofworship;butthelibertyofconsciencehereby

securedshallnotbesoconstruedastoexcuseactsoflicentiousnessorjustify

practicesinconsistentwiththepeaceorsafetyofthestate,norshallanymoneybe

drawnfromthetreasuryforthebenefitofanyreligioussocietiesorreligiousor

theologicalseminaries.

本州憲法に定める権利は，人民固有の他の権利を否定ないし侵害するものではない。何

人もその良心の命じるところにより礼拝をおこなう権利は侵害されない。何人もその意

志に反し，特定の礼拝の場に出席，選択し，支援することを強制されないものとする。

また，良心の自由に対するいかなる支配も干渉も，国教樹立や特定の礼拝様式を法律に

より優遇することも認めるものではない。ただし，ここに保障される良心の自由は，不

道徳な行為を認める，あるいは州の平和や安全を脅かす行為を正当化すると解釈される

ものではない。さらに，いかなる宗教団体や宗派学校（seminaries）の支援にも州庫

の資金を引き出すものではない。

イリノイ州憲法第10条第3項「宗教団体への公金使用の禁止」

SECTION3.PUBLICFUNDSFORSECTARIANPURPOSESFORBIDDEN

NeithertheGeneralAssemblynoranycounty,city,town,township,schooldis-

trict,orotherpubliccorporation,shallevermakeanyappropriationorpayfrom

anypublicfundwhatever,anythinginaidofanychurchorsectarianpurpose,or

tohelpsupportorsustainanyschool,academy,seminary,college,university,or

otherliteraryorscientificinstitution,controlledbyanychurchorsectariande-

nominationwhatever;norshallanygrantordonationofland,money,orother

personalpropertyeverbemadebytheState,oranysuchpubliccorporation,to

anychurch,orforanysectarianpurpose.

どの州議会，郡，市，タウン，タウンシップ，学区，他公共団体も，いかなる教会ある

いは宗教団体に対する支援のために，あるいは，教会や宗教団体によって統制されるい
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かなる学校，アカデミー，セミナリー，カレッジ，大学，他教育や科学機関の維持を支

援するために公金から資金を割り当てたり支払いをしてはならない。また，州や他公的

機関による一切の補助金，土地，資金や他財産の寄付も教会にしてはならず，宗教的目

的でなされてはならない。

ルイジアナ州憲法第1条第8項「信教の自由」

Section8.Nolawshallbeenactedrespectinganestablishmentofreligionorpro-

hibitingthefreeexercisethereof.

特定の宗教の創設を重視する，あるいは信仰の自由を禁止するいかなる法律も制定され

ない。

インディアナ州憲法第1条第6項「宗教団体への州補助の禁止」

Section6.Nomoneyshallbedrawnfrom thetreasury,forthebenefitofany

religiousortheologicalinstitution.

州庫の一切の資金は，いかなる宗教・神学団体の利益のためにも引き出してはならない。

次に，州法規定等でのホームスクーリングの位置づけである。1987年にミネソタ州では

homeschoolをnonpublicschoolに分類される「学校（school）」に規定し，1904年にイ

ンディアナ州はピーターマン判決を受けてanotherschool,1950年にイリノイ州はレヴィ

セン判決により，1984年にルイジアナ州は州法でprivateschoolに分類している。学校と

定義づけられることで，ホームスクーリングを実施している家庭は，公立私立学校を問わず

就学している子ども達の教育費を税控除の対象とする制度の適用を受けることができるわけ

である。ただし，前述のようにルイジアナ州は別形態を認めつつ，所得控除を適用可能にし

ている。

6．ホームスクーリング家庭への連邦所得税控除の創出可能性

実は，これらhomeschoolの州法規定での「学校（school）」扱いは，ホームスクーリン

グ家庭へのさらなる財政支援の可能性をもたらしている。2003年度から連邦政府は，次に

示す内国歳入法第62条（IRCSec.62）の規定で，K�12学年を担当する教職員（eligible

educator 具体的には教員，指導員，カウンセラー，校長，助手，他，毎年度900時間以

上の学校勤務者）を対象に，教育者費用所得控除（EducatorExpenseDeduction）を認め

ている。これにより，学校教育で要した書籍，用品，補助教材，コンピュータ関連備品等の

費用について，連邦所得税から上限 250ドルの所得控除が可能である。ここでの「学校

（school）」とは，k�12学年の教育を実施する州法に規定されたものとなっている。
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表 ミネソタ・イリノイ・ルイジアナ・インディアナ州の教育費税控除（k�12学年）と

ホームスクーリング

州

名

税控除

開始年
控除対象費目

控除の

法的根拠

HS制度化年と

法的根拠

HS家庭

への控除

適用年

控除の利用状況など

ミ
ネ
ソ
タ

1955年

所得控除

1997年

税額控除

所得控除は，

私立学校授業

料（ただし，

宗教教育関連

の費用は除外），

教科書代，個

人指導謝礼，

学校外教育費，

通学費等の教

育関連費用

税額控除は，

授業料以外の

上記の費用

Minnesota

Statutes

290.0674

290.01

1983年

ミュラー判決

（Muellerv.

Allen）

1987年

MinnesotaStatutes

120A.22

120B.36

homeschoolは

nonpublicschool

1987年

所得控除

1997年

税額控除

①所得控除は，子ども一

人当たり k�6が 1,625

ドル上限， 7�12が

2,500ドル上限

利用件数 224,716件

平均控除額 1,157ドル

②税額控除は，世帯年収

37500＋次子以降の子

ども数×2000ドル超

は適用外．33500ドル

以下で，費用の75％，

子ども一人当たり

1,000ドル上限

利用件数 57,331件

平均控除額 273ドル

（2011年度）

イ
リ
ノ
イ

1999年

税額控除

授業料，書籍

代，実験・諸

活動費用（た

だし，交通費

は州教委に別

申請）

IllinoisCom-

pileStatutes

35ILCS5/201

2001年

グリフィス判決

（Griffithv.

Bower）

IllinoisCompiled

Statutes

105ILCS5/26

1950年

レビセン判決

（Peoplev.Levisen）

homeschoolは

privateschool

1999年 一世帯500ドル上限

250ドルを超えた分の25

％まで

利用件数 293,509件

平均控除額 277ドル

（2011年度）

ル
イ
ジ
ア
ナ

2009年

所得控除

授業料，制服

代，教科書代，

教材費，学用

品，他学校か

ら請求される

補助教材費・

設備費

LouisianaRe-

vised

Statutes

47:293（9）

47:297.10�12

1984年

LouisianaRevised

Statutes

17:236

homeschoolは

（1）privateschool

（2）homestudypro-

gram

2009年 子ども一人当たり 5,000

ドル上限

利用件数 106,549件

平均控除額 4,060ドル

（2013年度）

イ
ン
デ
ィ
ア
ナ

2011年

所得控除

授業料，学校

諸経費，教科

書代，教材費，

学用品，PC

ソフトウエア

（PC不可）

Ind.Code

§6�3�2�22

Ind.CodeAnn.

§20�33�2�4（2）

1904年

ピーターマン判決

（Statev.Peterman）

homeschoolは

anotherschool

2011年 子ども一人当たり 1,000

ドル上限（公立学校在籍

者は対象外）

利用件数 51,018件

平均控除額 1,732ドル

（2011年度）

（出典） FriedmanFoundationforEducationalChoice,TheABCsofSchoolChoice,2014Edition．

HSLDA,・HomeSchoolingintheUnitedStates:LegalAnalysis2013�2014,2014�2015Edition,・を参

考に作成．



§62.Adjustedgrossincomedefined（調整後総所得の定義）

� Generalrule

� Certaintradeandbusinessdeductionsofemployees

� Certainexpensesofelementaryandsecondaryschoolteachers.........

thedeductionsallowedbysection162whichconsistofexpenses,notin

excessof＄250,paidorincurredbyaneligibleeducatorinconnection

withbooks,supplies（otherthannonathleticsuppliesforcoursesof

instructioninhealthorphysicaleducation）,computerequipment（in-

cludingrelatedsoftwareandservices）andotherequipment,andsup-

plementarymaterialsusedbytheeligibleeducatorintheclassroom.

162条によって認められる所得控除は，250ドルを越えない分で，要件を満

たす教育者が支払った，書籍，備品（保健体育の指導に要する運動競技用で

はないものを除く），コンピュータ用品（関連ソフトやサービスを含む）他

や，教室内で使用した補助用具関連とされる。

� Definition;specialrules

� Eligibleeducator（要件を満たす教育者）

� Ingeneral.Forpurposesofsubsection���,theterm・eligibleeduca-

tor・means,withrespecttoanytaxableyear,anindividualwhoisa

kindergartenthroughgrade12teacher,instructor,counselor,principal,

oraideinaschoolforatleast900hoursduringaschoolyear.

「要件を満たす教育者」は，納税年度において，学校で一学年900時間以上

就労する幼稚園から第12学年を担当する教師，講師，カウンセラー，校長，

あるいは補助者である者を指す。

� School.Theterm・school・meansanyschoolwhichprovideselementary

educationorsecondaryeducation（kindergartenthroughgrade12）,as

determinedunderStatelaw.

「学校」とは，州法に規定された初等教育あるいは中等教育（幼稚園から第

12学年）を提供する学校を指す。

HSLDAはこれを根拠に内国歳入庁（IRS）にホームスクーリング実施家庭への適用を確

認したが否定され（22），確定申告の説明書には，同控除の「対象費用には，ホームスクーリン

グの費用は含まない（Qualifiedexpensesdonotincludeexpensesforhomeschooling）」

ことが明記されている（23）。前述の4州のみならず，他州のhomeschool規定によっては，

論理的にIRSの対応は矛盾を来す恐れが生じる。同控除は，導入当初に時限付きで実施さ
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れ（2002�2005年度分），繰り返し延長措置を受けている。HSLDAはそれ以上の連邦政府

への直接的な働きかけをせず，連邦議会へのロビー活動に転じている。

HSLDAの支援を受けて，毎年のように，連邦議会では上院，下院に上記4州に類似した

連邦所得税の控除を導入する法案が，デイヴィッド・ヴィター（DavidB.Vitter連邦上院

議員 ルイジアナ州選出），トム・コール（TomCole連邦下院議員 オクラホマ州選出），

ロン・ポール（RonPaul連邦下院議員 テキサス州選出）など，主に共和党議員から提出

されているが，成立したものはない（24）。

2011年1月5日にNYタイムズがウェブページ上で主宰した討論，・DoHomeSchoolers

DeserveaTaxBreak?・（「ホームスクーラーは優遇税制を受け得るか？」）では，チェスター・

フィンJr.（ChesterE.Finn,Jr.）などが，近時の「バーチャルチャータースクール（virtual

charterschool）はホームスクールと大差なし」とし，にもかかわらず「前者は公金で十分

に保全され，後者は全て保護者が負担し，低所得層は貧困ゆえにそういった（インターネッ

ト利用の）教育の機会を得られないのは公平ではない」と断じている（25）。確かに，自宅にい

て，公金により無償でPCとインターネットが提供され，そこでオンラインの教材を利用し

て学習するというのであれば，同様の環境を私費で整えているホームスクーリングは経済的

には割に合わない。実際に，近年のペンシルバニア州でのホームスクーリング家庭の減少は，

これらバーチャルチャータースクールの選択，ないしはそれへの切替えが理由との指摘もあ

る（26）。

おわりに

レイはホームスクーリング家庭の多くは，5割以上の保護者が学士号以上の学歴を有する

中高所得層で，年間所得が10万ドル以上の層が28％超である一方，3万ドル未満の層も少

なからず存在し，年間子ども一人当たりの教育支出は6.4％の家庭が2,000ドル以上であっ

ても5割以上は600ドル未満という調査結果を示している（27）。教育選択の自由が着実に保障

されながら，ホームスクーリング家庭間の所得格差による教育機会の不平等が放置される危

険性は否めない。さらに，学校教員とは違い，ホームスクーリングを選択する保護者に学歴

や教育歴等の資格要件は，全州で特に課していない。したがって，子ども達の学習内容や教

育の質が著しく異なるのは当然である。

連邦政府の教育者費用所得控除は，標準的な学校教育従事者を想定したものであるから，

保護者にそれに準じる資格と労働が認められなければHSLDAの主張が実現する可能性は

難しいといえる。そもそもそうなれば，各家庭の自由な教育に制限が課せられることになる。

インディアナ州の控除を受けるための諸条件を見てもその傾向はうかがえる。

近年，全米共通教育水準として作成された「各州共通基礎スタンダード」（CCSS:Com-

monCoreStateStandards）を多くの州が採用し，2014年度からそれに沿って編成された
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州教育課程に従って学校教育が進められている（28）。ホームスクーリングを受けて子ども達が

大学進学を希望する場合，一般にはアメリカ教育協議会や各州のハイスクール等修了程度学

力認定試験（GED:GeneralEducationalDevelopment,GeneralEducationDiploma表

記は複数）や大学入学に関わる各種適性試験を受験する。これらの試験は同スタンダードを

考慮した内容に変更される，あるいは大きく影響を受けることが予測されている（29）。保護者

が子ども達の進路の可能性を拡げようと配慮するなら，州や連邦政府の編成したカリキュラ

ムを意識したホームスクーリングが求められる。また，教育費用について公的経済支援を利

用しようとすれば，州政府に捕捉され，やはり指導内容や方法に制約を受ける。アメリカ合

衆国の教育選択の自由は，その行使に当たって極めて慎重な判断を要しつつある。
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Thepurposeofthisstudyistomakeitclearhowhomeschoolerscangetthefinan-

cialassistancefrom thegovernmentintheU.S.,focusingonthestatetaxdeduction

andtaxcredit.Onlyinfourstates,Minnesota,Illinoi,LouisianaandIndiana,thehome

schoolingfamiliesarebenefitedfrom theincometaxbreaksfortheireducationex-

penses.Thesestateshaveacoupleofcharacteristicsincommon.Thefirstisthestate

churchseparationclausedoesnothavethesentencestoprohibitthetaxallowancefor

theeducationexpenses.Thesecondis・homeschool・isdefinedasprivateschoolinthe

statelaws.Finallythefederalsupremecourtdecisionshavetendedtosupportthe

statefinancialaidpoliciessuchasschoolvoucherstothek�12studentswhochoose

privateorsectarianschools.Basedonthesecases,thereoccurspossibilitiesforthe

parentswhohomeschooltheirchildren,togetthefederalincometaxdeduction,oneof

whichisknownas・EducatorExpenseDeduction・intheIRC.Theteachersworking

forthepublicorprivateschoolscertifiedbythestateshavebeeneligibleforthisde-

ductionsince2002.AlthoughtheHSLDAhaslobbiedintheCongressandtheSenate,

thefederalgovernmentneveradmitsthehomeschoolerscangetit.

RecentTrendsinHomeschooling

andStateEducationTaxBreaksintheU.S.A.
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